
                          健康関連取引適正事業団 

                                                                                  （以下、健取団という） 

健取団の退団社（者）一覧表 

  

○＝事業者の諸事情による任意退団  ■＝健取団からの勧告による退団又は改善不可による退団  ●＝除 名 

 

※消費者トラブル未然防止上、概ね２年間は公表致します。 関係機関からの問合わせについては詳細説明可。 

また、卸業等の正会員以外でも、除名処分の場合は、本表に公表致します。 

 

２０２１年０２月０１日 ～ ２０２２年０８月１７日  現在（除名・脱退予定含む） 

正会員又は、準会員名 発 生 日 本  社 販売形態   取扱商品等 

 

     

◯事業停止のための任意脱退 

 株式会社 昇 陽 （法人） 

 代表取締役：磯 宏和 

２０２１年 

 ５月３１日 

長野県長野市 

富山県富山市 

宣伝講習販売 

（イベント販売） 

健康食品、健康器具、 

浄水器、寝装具、食品、

日用品、他 

     

◯長期間の会費等不払いのための 

任意脱退（勧告含む） 

 有限会社 プロシード（法人） 

 代表取締役：猪原正宏 

２０２２年 

 ８月３１日 

 予 定 

岡山県 

岡山市北区 

宣伝講習販売 

（イベント販売） 

健康食品、健康器具、 

浄水器、寝装具、食品、

日用品、他 

 

 

 

 ●新型コロナウイルス感染症等の影響による事業縮小又は廃業等による退団社事由もあり得るため、消費者にご迷惑

が掛からないよう情報提供させて頂きます。本情報提供については消費者ご自身の判断にて対処して下さい。 

  健取団では退団後の諸対応は一切お受け出来ませんので、最寄りの消費生活センター等にご相談下さい。 

 

１．２０２０年６月以前の退団（任意、除名勧告又は除名等）は別途となりますので健取団までお問い合わせ下さい。 

但し、上記の退団（任意、除名勧告又は除名等）事由については、関係機関からの要請のみお応え致します。 

 

２．健取団を退団（任意、除名勧告又は除名等）した場合の誓約事項は、下記の通りですので、ご確認下さい。 

  尚、下記の２～５については、不正使用した場合は、違法行為となりますので、健取団迄お知らせ下さい。 

記 

 

① 全国全ての消費者行政、消費生活センター、消費者団体、警察機関並びに、健取団の関係先などへ退団又は、 

除名処分した旨のお知らせを健取団より送付する。（健取団の会員ではない旨の公文書通知） 

② 健取団の退団後は、健取団の名称使用は一切禁止にて、健取団が監修して発行している「法定書面（領収証・ 

商品申込売買契約書）」、「安心のしおり」並びに、「販売員身分証明書」（返却する）は、除名処分日以降、一切の

使用を禁止する。（著作権の侵害、不実告知などに抵触） 

   尚、退団（任意、除名勧告又は除名等）した退団会員にある在庫の「法定書面（領収証・商品申込売買契約書）」 

及び、「安心のしおり」の全ては、退団会員が退団会員の責任を以て、速やかに廃棄して頂く。 

 ③ イベント会場内外に掲示している「加盟会社（加盟店）証、店舗の趣旨説明、往来自由、返品ご案内、健康食品 

に対する注意書き、環境美化」等の全てを広告物は退団会員の責任を以て、速やかに廃棄して使用不可とする。 

 ④ 健取団が監修した商品パンフレット、勧誘用チラシ並びに、各種印刷物については使用不可を前提とし、健取団 

の名称、監修記号番号、ホームページアドレスなど全てを削除して頂く。 

   （無断使用した場合は、名称の無断使用、著作権侵害、損害賠償などで訴訟の対象となり、健取団名を使用する

と不実告知となるケースである。） 

 ⑤ 「販売員身分証明書」については、健取団へ速やかに返却すること。 

 ⑥ その他の厳守事項については、健取団の定款を厳守すること。 


